
配当割の対象となりました。

※ 平成２７年１２月以前支払分の特別マル優無効分は、下記の方法で申告納入をお願いします。

所在地及び名称

レ ０２ 銀行預金利子 ０７ 郵便貯金利子 令和 △ 年 □ 月 # 日提出 なのはな銀行中央支店

金利子

等の差益
年度
5

01

11 02

12 03

13 04

14

一致します。

１００円

１００円

　マル優無効分に関しましては、下記のように申告納入いただきますようお願いします。

《 参 考 》

※ 平成２８年１月以降支払分の特別マル優無効分の納入方法につきましては、中央県税事務所 県民税・

　間税課へお問い合わせください。

・「令和 年 月分」欄･･･当初非課税で申告し、その後課税となった年月が単月の場合に記入。

１．県民税利子割納入申告書にて、申告納入してください。

　なお、申告書作成の際には以下の点にご留意ください。

・「摘要」欄･･･マル優無効分と明示。

（ 少 額 貯 蓄 非 課 税 制 度 ) が あ る が 、 税 務 署 の 調 査 等 に よ っ て 限 度 額 を 超 え る な ど

不 正 利 用 が 発 覚 す る と 、 以 前 非 課 税 と し て 申 告 し て い た 支 払 額 が 課 税 扱 い と な る 。

　 【送付先】〒260-8654 千葉市中央区都町２-1-１2

計 ６，０００円

千 葉 県 中 央 県 税 事 務 所

（ 取 り ま と め 店 ）

（ 取 り ま と め 店 )

千 葉 県 指 定 金 融 機 関

千 葉 銀 行 県 庁 支 店

ゆうちょ銀行東京貯金事務センター

　これは、更正請求をする際の添付資料になる場合がありますので、必ず保管してください。

公社債投資信託のうち公募公社

２，０００円

２，０００円

△△○○○○××× なのはな銀行中央支店

支 払 年 月 税　　　額

（該当する制度を○で囲む）（マル優　：特別マル優）

３００円

２，０００円 １００円

課 税 支 払 額

一致します。

6,000
課 税 6,000 300 300
区 分

銀行以外の金融機関の預貯

そ の 他 300
（ 延 滞 金 ）非 居 住 者非

課
税

利 子 割 特 別 徴 収 税 額 計 算 書

支 払 額 税 額 支 払 金 額

特 別 徴 収 税 額

０５
処理
事項

税 目

公 社 債 利 子 等 の 県 民 税

０ １

種

類

０３ ０８ 特 別 徴 収 義 務 者 番 号

千葉県中央県税事務所長様

17 ０ １

3

1

2

納 入 申 告 書

令和3年 9月

０９

課 税

・「種類」欄･･･該当する種類にチェックする。マル優→銀行預金利子

【記載例】

県 民 税 利 子 割 内 訳 書

　 複数月ある場合は、次のいずれかの方法によること。①単月の場合と同様に、期別ごとに申告書へ記入する。

受
付
印

県民税利子割

△○○○○□□□□△△△△

事 由

納 入 金 額 合 計

（中央県税事務所保管）

摘
要 　マル優無効分

計 6,000 300 課 税 事 務 所

上記のとおり利子割の納入について

申告します。

合同運用信託の収益の分配

   　年　月

県民税利子割におけるマル優無効分の取扱いについて

　②「令和　年　月分」欄は空欄とし、合計額を申告書へ記入する。また、別紙「県民税利子割内訳書」と領収証書

　　の写しを、別途中央県税事務所 県民税・間税課へ提出する。

(電話）000-000-0000

県 ・
営

＊ マ ル 優 無 効 分 ･ ･ ･ 障 害 者 等 を 対 象 と し て 預 貯 金 の 利 子 を 非 課 税 と す る マ ル 優

０１ ０６ 令和

２．申告納入後、更正として処理をし、後日「県民税利子割更正通知書」を送付します。

4

県 税

令和2年 9月

令和3年 3月

年

特別徴収義務者番号

こ れ に よ り 、 特 別 徴 収 義 務 者 で あ る 金 融 機 関 等 が マ ル 優 の 不 正 使 用 を し た 個 人 か ら 支 払 額 に

記

対 す る 利 子 割 を 徴 収 し 、 申 告 納 入 す べ き も の 。

なお、特別マル優（少額公債非課税制度）無効分につきましては、平成２８年１月以降の支払分から

(担当者)千葉

00100-0-960228
加入者名

千葉県中央県税事務所

勤務先預金等の利子

口座番号

特定公社債以外の公社債の利子
債投資信託以外の収益の分配

 
特
別
徴
収
　
取
扱
営

 
義
務
者
　
　
業
所
等 法人番号△△○○○○×××

月分 千葉市中央区長洲１－９－１

０４

国外一般公社債等の利子等

財形貯蓄契約に係る生命保険

名 称

別紙

・



　別　紙

特別徴収義務者番号

№ 支 払 年 月 課税支払額

1 　　　　年　　月

2 　　　　年　　月

3 　　　　年　　月

4 　　　　年　　月

5 　　　　年　　月

6 　　　　年　　月

7 　　　　年　　月

8 　　　　年　　月

9 　　　　年　　月

10 　　　　年　　月

11 　　　　年　　月

12 　　　　年　　月

計

県民税利子割内訳書

　（　マル優　：　特別マル優　）　　(該当する制度を○で囲む）

名　　　　　　　　　　　称

税　額


